
第第６６66回回福福井井県県農農政政連連定定期期総総会会次次第第  

１．開 会 

２．会 長 挨 拶 

３．感 謝 状 授 与 

４．来 賓 祝 辞 

５．議 長 選 任 

６．議事録署名人選任並びに書記任命 

７．議 事 

第１号議案  令和5年度活動報告並びに収支決算に関する件 

第２号議案  令和6年度活動計画(案)並びに収支予算(案)に関する件 

第３号議案  令和6年度盟友会費及び徴収方法(案)に関する件 

第4号議案 役員の選任に関する件（案） 

８．第２７回参議院議員通常選挙に関する特別決議 

9．閉 会 
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第第１１号号議議案案  

令令和和５５年年度度活活動動報報告告  

11..概概況況

コロナウイルスの発生から３年あまりが経ち、令和５年５月８日から新型

コロナウイルス感染症の位置づけが、感染法上の分類を「５類感染症」に引き

下げられました。そのことにより行動制限も緩和され、飲食店等の営業時短

要請やスポーツやコンサートなどにおける観客制限等も無くなり、平時の生

活がとり戻されつつあります。海外からのインバウンド需要も徐々に戻って

います。

国内においては、日経平均でバブル期以降最高値の株価をつけ、デフレ経

済からの脱却を図りつつありますが、多くの物の価格は上がり、実質賃金は

下がっているのが現状です。 

一方、ロシアのウクライナ侵攻は継続しており、新たにイスラエルによる

パレスチナガザ地区への攻撃等、世界的に緊迫した情勢が継続しています。

そのような不安定な世界情勢の中で、日本が輸入する燃料や肥料等の原材料

価格は、為替の影響もあり高止まりの状況が続いています。 

農業分野では、気象台始まって以来の真夏日・猛暑日の記録となり、水稲

では過去に例をみない一等米比率の低下、夏野菜の収穫減少等多大な被害が

発生しました。 

春の統一地方選において、県農政連では知事選挙では杉本達治氏を支持し、

圧倒的大差で再選を果たすことが出来ました。又、県議会議員選挙において

も２7 名の農政議員の当選を頂きました。 

８月と 9 月には、令和 6 年度農業政策関連に係る予算等の要請を、知事と

県選出国会議員に対し行いました。特に、持続可能な農業の実現に向け、営

農継続や経営安定が図られるよう、経営安定対策の強化や日本型直接支払の

拡充を求めました。 

又、6 年度から開業する「ハピラインふくい」に対して、稲カメムシ等の

防除に関する予算措置の要請を行いました。 

北陸農政局に対しても、水稲作柄等に関して、現状を十分に把握した適正

な作柄公表となるよう要請をしました。 

さらに 10 月に入り、各支部から各市・町に対して、この夏の猛暑による

農業収入減少に関する要請をしました。 
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（１）農業・ＪＡに関する農政議員団（県議会議員）との意見交換会

農政連が推薦している県議会議員団と、次年度予算及び農業振興策の

構築を控え、生産現場の「声」が組み入れられるよう、意見交換会を行

いました。また農業者が安心して生産活動に取り組み、所得の向上と地

域農業の発展に向けた要請を行いました。 

と き 令和 5 年１０月 31 日（火） 

ところ 県農業会館 ９階大ホール  

出席者 県議会議員、農政連支部長、ＪＡ・県五連役員 

(計 51 名） 

（２）県議会農政議員団の農業研修会

農政連が推薦している県議会議員のうち、１期・２期の議員の農業研

修を開催しました。当日は福井県農業をめぐる情勢について説明後、意

見交換を行い、その後現地で、東安居地区の「光合成」、JA 福井県のベ

ジタブルパックセンタ-「菜心」を視察研修しました。 

 と   き 令和５年８月３１日（木） 

 ところ JA 福井営農・経済センタ－ ５階会議室 

 出席者 県議会議員、農政連支部長 (計１３名) 
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（3）稲カメ虫等の防除に関する要請

令和 5 年６月 8 日、稲カメ虫等病害虫による斑点米の発生を防ぐため、

中日本高速道路(株)・ＪＲ西日本(株)・国交省福井河川国道事務所・えちぜ

ん鉄道(株)・福井鉄道(株)・新幹線鉄道運輸機構に対して、管理用地の防除

等除草管理の徹底を要請しました。 

要請先より年間を通して計画的に除草を徹底しており、地域住民の期待

に沿えるよう取組んでいくとのことでした。 

（4）令和 6 年度農業政策関連に係る要請

持続可能な農業の発展に向け、営農継続や経営安定が図れる農業所得

の確保のための施策と予算確保の要請をしました。

　県内５団体（農政連、JA中央会、農業会議、土地改良連、農業共

済）が一体となり、令和 5 年 8 月 1 日に県内選出国会議員へ、9 月４日

に福井県杉本知事に対し要請しました。 

国会議員への要請 杉本知事への要請 

 要請の結果、国または、県として取りかかるべきことは、すぐに対応

したいとのことでした。 
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（5）水稲作柄に関する要請

令和５年 9 月 8 日、北陸農政局福井県拠点に対し、5 年産水稲作柄調査

については、現状を十分に把握した適正な作柄公表となるよう要請しまし

た。 

 要請の結果、猛暑の影響や鳥獣害被害も考慮しながら作況指数を 

公表していくとのことでした。 

（6）第６1 回福井県農政連幹部研修会

農政課題の現状認識と、農政連幹部の政治力を高めるために開催し、食

料安全保障の確立をはじめ、これからの農業振興などについて理解を深め 

ました。 

と き 令和 5 年１１月１３日（月） 

ところ あわら市「グランディア芳泉」 

参集者 農政連支部・分会役員、JA 役職員、女性部役員 

支部・分会事務局等（約２００名） 

－  7  －－  6  －



（5）水稲作柄に関する要請

令和５年 9 月 8 日、北陸農政局福井県拠点に対し、5 年産水稲作柄調査

については、現状を十分に把握した適正な作柄公表となるよう要請しまし

た。 

 要請の結果、猛暑の影響や鳥獣害被害も考慮しながら作況指数を 

公表していくとのことでした。 

（6）第６1 回福井県農政連幹部研修会

農政課題の現状認識と、農政連幹部の政治力を高めるために開催し、食

料安全保障の確立をはじめ、これからの農業振興などについて理解を深め 

ました。 

と き 令和 5 年１１月１３日（月） 

ところ あわら市「グランディア芳泉」 

参集者 農政連支部・分会役員、JA 役職員、女性部役員 

支部・分会事務局等（約２００名） 

《研修内容》 

講演１ 「日本を守る」 

講師  参議院議員  山谷 えり子 氏 

講演２ 「基本法見直しと担い手育成」 

講師  アグリフューチャージャパン代表理事理事長

合 瀬 宏 毅 氏 

講演３ 「これからの農業が進むべき道」 

講師  東京大学大学院教授 鈴 木 宣 弘 氏 

（7）農業者の意思反映に向けた政治基盤確立への取り組み

県議会農政議員団の加入状況 ※（ ）は所属分会 

清水 智信（北 部） 

中村 綾菜（東 部） 

松田 泰典（西 部） 

畑 孝幸（西 部） 

福野 大輔（足 羽） 

山浦光一郎（美 山） 

酒井 秀和（永平寺） 

笹原 修之（金 津） 

南川 直人（丸 岡） 

森 嘉治（丸 岡） 

渡辺 竜彦（春 江） 

山岸 猛夫（小 山） 

兼井 大（上 庄） 

田中三津彦（北 郷） 

田村 康夫（舟 津） 

山本 建（神 明） 

細川かをり（岡 本） 

宮本 俊（武 生） 

三田村輝士（味真野） 

仲倉 典克（南 条） 

時田和一良（越前町）

力野  豊（敦賀市） 

小堀 友廣（三 方） 

西本 正俊（小 浜） 

松崎 雄城（小 浜） 

田中 宏典（高 浜） 

（順不同 敬称略） 

（8）広報活動の積極的展開

1. 機関誌「農民政治」を盟友に全戸配布しました。

・201 号（令和 5 年 6 月１６日発行）

定期総会、県農業再編対策本部の取り組み報告 

・202 号（令和 6 年 1 月１日発行）

新年挨拶、食料・農業・農村基本法改正に向けて 

2. 農政連アピール「野立て看板」の設置

  県下８ヵ所に「農業・農村の発展をめざす!」 「米作りは多面的機

能を備えている!」のキャッチコピーを掲示しています。  
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（9）総会、役員会、支部事務局長会議の開催等と支部総会等への参加

1. 第６5 回定期総会の開催

と き 令和 5 年５月２9 日（月） 

ところ 県農業会館 ９階大ホール 

議 事 ・令和 4 年度活動報告並びに収支決算に関する件

・令和 5 年度活動計画並びに収支予算に関する件

・令和 5 年度盟友会費および徴収方法に関する件

・規約の一部改正に関する件

・役員の補充選任に関する件

2. 令和 5 年度臨時総会

と き 令和 6 年 3 月 4 日（月） 

ところ 県農業会館 ９階大ホール 

議 事 規約の一部改正に関する件 

3. 役員会、支部事務局長会議等の開催

①監査委員会

と き 令和 5 年４月 20 日（木） 

ところ 県農政連 会議室 

内 容 会長、会計責任者立会いの下、令和 4 年度事業報告と 

収支決算内容について監査を実施しました。 

②幹事会

と き 令和 5 年５月 10 日（水） 

ところ 県農業会館 ９階中ホール 

内 容 令和 4 年度事業報告並びに収支決算、令和 5 年度活動 

計画並びに収支予算など、第 65 回定期総会に上程する

議案について協議しました。  

③支部長・事務局長合同会議、他会議

令和 5 年４月２０日、8 月 8 日、9 月２5 日、10 月 31 日 

令和 6 年１月 29 日、３月 4 日 

(10) 県内各支部総会等への出席
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県農政連役員選考委員会 県農業会館　中ホール

　　〃 監査委員会 県農政連事務所

県農政連支部長・事務局長会議 県農業会館　中ホール

令和５年度　活動報告一覧

主　な　活　動 開　催　場　所

福井県知事選挙、県議会議員選挙投票日

全国農政連　事務局長会議 Web

全国農政連　幹事会 Web

稲カメムシ等の防除に関する要請 国土交通省福井河川局、JR他

県農政連幹事会 県農業会館

食料・農業・地域政策推進大会、北陸四県国会議員要請 東京

第６５回県農政連定期総会 県農業会館　大ホール

全国農政連　役員推薦会議、幹事会 Web

農業関連五団体要請 (県選出国会議員) 県農業会館　中ホール

県農政連支部長・事務局長会議 福井市内

農業政策に関する要請（県選出国会議員） 東京

全国農政連　役員推薦会議 Web

全国農政連　事務局長会議 Web

全国農政連　事務局長会議 Web

農業関連五団体要請 (知事) 県庁

稲作作柄に関する要請 北陸農政局 福井県拠点

全国農政連  役員推薦会議、幹事会 Web

　　〃　　  臨時総会 東京

県議会農政議員新人研修 JA福井営農・経済センター

稲カメムシ等の防除に関する要請 ハピラインふくい

県議会農政議員団との意見交換会 県農業会館　大ホール

県農政連支部長・事務局長会議 〃

全国農政連　北陸ブロック事務局長会議 富山市内

全国農政連　幹事会 Web

県農政連支部長・事務局長会議 県農業会館　中ホール

全国農政連　参議院比例選挙区候補者選定会議 東京

第６１回農政連幹部研修会 あわら市　グランディア芳泉

全国農政連　幹事会 Web

全国農政連　事務局長会議 Web

全国農政運動組織代表者・中央会・全国機関会長会議 Web

全国農政連　通常総会 東京

県農政連支部長・事務局長会議 県農業会館　4階共通会議室

全国農政連　事務局長会議 Web

全国農政連　参議院比例選挙区候補者選定会議 東京

全国農政連　北陸ブロック事務局長会議 県農業会館　中ホール

県農政連　令和５年度臨時総会 県農業会館　大ホール

県農政連支部長・事務局長会議 県農業会館　大ホール

全国農政連　幹事会・第３回参議院比例候補者選定会議 東京

全国農政運動組織代表者・中央会・全国機関会長会議 東京
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収収  入入  のの  部部  （単位：円）

科 目 ５年度予算額 本年度決算額 対　　  比 　摘 要

盟 友 会 費 19,600,000 18,848,600 △ 751,400

特 別 会 費 844,000 834,000 △ 10,000 知事、国議、県議会費（県議会議員団会費含む）

事 業 委 託 金 2,400,000 2,400,000 0 県農業再編対策推進本部より

繰 入 金 3,000,000 3,000,000 0 農政対策特別会計（基金）より

雑 収 入 500 390 △ 110 貯金利息

繰 越 金 398,214 398,214 0 前年度からの繰越金

計 26,242,714 25,481,204 △ 761,510

支支  出出  のの  部部  （単位：円）

科 目 ５年度予算額 本年度決算額 対 　　 比 摘 要

支 部 組 織 育 成 費 8,575,000 8,187,200 △ 387,800

研 修 ・ 集 大 会 費 900,000 2,009,116 1,109,116 幹部研修会他

政 治 啓 発 対 策 費 300,000 161,880 △ 138,120

広 報 対 策 費 800,000 739,910 △ 60,090 機関紙「農民政治」及び教宣活動

全 国 対 策 費 500,000 575,936 75,936 国政及び中央対策

地 域 対 策 費 300,000 215,850 △ 84,150 県内行政・関係機関対策

選 挙 対 策 費 1,500,000 509,482 △ 990,518 選挙活動及び対策

役 員 費 用 弁 償 1,800,000 1,785,000 △ 15,000

役 員 旅 費 300,000 220,260 △ 79,740

職 員 給 料 手 当 5,180,000 4,980,000 △ 200,000 職員2名

職 員 福 利 厚 生 費 1,800,000 1,794,853 △ 5,147 職員2名

職 員 旅 費 150,000 139,152 △ 10,848

総 会 費 500,000 619,265 119,265

役 員 会 議 費 300,000 160,863 △ 139,137

支 部 事 務 局 長 会 議 費 100,000 0 △ 100,000

一 般 会 議 費 80,000 0 △ 80,000

接 待 交 際 費 50,000 44,348 △ 5,652

事 務 所 管 理 費 1,080,000 1,080,000 0 事務所賃借料

通 信 費 300,000 241,861 △ 58,139 電話・パソコン通信費

消 耗 備 品 費 100,000 55,636 △ 44,364 事務備品保守費他

事 務 費 300,000 287,368 △ 12,632 事務用品、郵便代他

慶 弔 費 300,000 252,000 △ 48,000 支部総会お祝い、香典、餞別、電報他

負 担 金 1,000,000 1,000,000 0 全国農政連会費

予 備 費 27,714 0 △ 27,714

次 年 度 繰 越 金 421,224 421,224

計 26,242,714 25,481,204 △ 761,510

  令令和和５５年年度度  収収支支決決算算書書

 　 （令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 
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収収  入入  のの  部部  （単位：円）

科 目 ５年度予算額 本年度決算額 対　　  比 　摘 要

盟 友 会 費 19,600,000 18,848,600 △ 751,400

特 別 会 費 844,000 834,000 △ 10,000 知事、国議、県議会費（県議会議員団会費含む）

事 業 委 託 金 2,400,000 2,400,000 0 県農業再編対策推進本部より

繰 入 金 3,000,000 3,000,000 0 農政対策特別会計（基金）より

雑 収 入 500 390 △ 110 貯金利息

繰 越 金 398,214 398,214 0 前年度からの繰越金

計 26,242,714 25,481,204 △ 761,510

支支  出出  のの  部部  （単位：円）

科 目 ５年度予算額 本年度決算額 対 　　 比 摘 要

支 部 組 織 育 成 費 8,575,000 8,187,200 △ 387,800

研 修 ・ 集 大 会 費 900,000 2,009,116 1,109,116 幹部研修会他

政 治 啓 発 対 策 費 300,000 161,880 △ 138,120

広 報 対 策 費 800,000 739,910 △ 60,090 機関紙「農民政治」及び教宣活動

全 国 対 策 費 500,000 575,936 75,936 国政及び中央対策

地 域 対 策 費 300,000 215,850 △ 84,150 県内行政・関係機関対策

選 挙 対 策 費 1,500,000 509,482 △ 990,518 選挙活動及び対策

役 員 費 用 弁 償 1,800,000 1,785,000 △ 15,000

役 員 旅 費 300,000 220,260 △ 79,740

職 員 給 料 手 当 5,180,000 4,980,000 △ 200,000 職員2名

職 員 福 利 厚 生 費 1,800,000 1,794,853 △ 5,147 職員2名

職 員 旅 費 150,000 139,152 △ 10,848

総 会 費 500,000 619,265 119,265

役 員 会 議 費 300,000 160,863 △ 139,137

支 部 事 務 局 長 会 議 費 100,000 0 △ 100,000

一 般 会 議 費 80,000 0 △ 80,000

接 待 交 際 費 50,000 44,348 △ 5,652

事 務 所 管 理 費 1,080,000 1,080,000 0 事務所賃借料

通 信 費 300,000 241,861 △ 58,139 電話・パソコン通信費

消 耗 備 品 費 100,000 55,636 △ 44,364 事務備品保守費他

事 務 費 300,000 287,368 △ 12,632 事務用品、郵便代他

慶 弔 費 300,000 252,000 △ 48,000 支部総会お祝い、香典、餞別、電報他

負 担 金 1,000,000 1,000,000 0 全国農政連会費

予 備 費 27,714 0 △ 27,714

次 年 度 繰 越 金 421,224 421,224

計 26,242,714 25,481,204 △ 761,510

  令令和和５５年年度度  収収支支決決算算書書

 　 （令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 
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業を取り巻く環境は大きく変容し、昨年度では 23,267 戸まで減少しました。 

今回の改正は農業を取り巻く環境の変化に対応し、より身近な市・町毎の農政課

題を行政に政策として反映するよう働きかけていくことと、活動を理解する盟友の

増大を目的としています。 

２．活動計画 
［１］組織基盤強化の取組 

(1) 今年度の組織改革により発足した市・町毎の支部体制の活動強化、支部・

分会活動の強化に取り組み、盟友拡大につなげる。

(2) 正組合員の加入促進をあらゆる機会をとらえて働きかける。

(3) 地域の営農と生活を守る、農家組合長を農政推進委員として委嘱する。

(4) 農政活動において、担い手農家、集落営農組織、農業法人、JA 青壮年部 ・ 

女性協との連携を図り、情報収集や提供により一体となった農政活動を展

開する。

［２］農業・農村政策の継続した取り組み 

(1) 農業生産コストの生産物への価格反映に向けた取り組み

(2) 肥料高騰対策の継続した予算化措置の要請

(3) 中山間地農業の再生産可能な補助金等の要請

(4) 食料・農業・農村基本法改正に対応する予算措置の要請

(5) 地域農政推進のための、市・町に対する支部による要請

(6) 転作助成金・水田活用の直接支払交付金等の予算確保

［３］農業者の意思反映に向けた政治基盤確立の取組み 

(1) 国会議員との関係強化

政策の実現に向け、国会議員に対して、農政連・JA グル－プと一体とな

り政策提言を行う。県選出の国会議員との農政懇談会を、県又は支部組織

で開催する。

(2) 知事・市長・町長との語る会

農業者の声を県政又は市政・町政に反映するため、県・支部単位で語る会

を開催する。

(3) 県議会議員との関係強化

農政議員団県議との意見交換会の実施

(4) 令和７年７月改選の参議院選挙、比例区・地方区組織推薦候補の盟友への

認知の徹底

［4］農業者の権利と環境を守る運動の取組み 

(1) 有害鳥獣被害防止対策をはじめ、稲カメ虫の公共用地草刈り対策の要請

(2) 自動車事故等による農地・農作物被害補償要求対策と支援

(3) 農村環境を阻害する要因解決のための支援
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［5］教育広報活動への取組み 

(1) 第６２回福井県農政連幹部研修会の開催

(2) 支部・分会における各種研修会への講師斡旋

(3) 機関紙「農民政治」の発行

(4) 農政連情報の発信(ホームページ・SNS 等での発信取組)

(5) 農政運動ジャーナル紙(全国農政連機関紙)の斡旋

(6) 選挙運動ガイドブックの普及

(7) 公職選挙法等に関する研修会開催
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［5］教育広報活動への取組み 

(1) 第６２回福井県農政連幹部研修会の開催

(2) 支部・分会における各種研修会への講師斡旋

(3) 機関紙「農民政治」の発行

(4) 農政連情報の発信(ホームページ・SNS 等での発信取組)

(5) 農政運動ジャーナル紙(全国農政連機関紙)の斡旋

(6) 選挙運動ガイドブックの普及

(7) 公職選挙法等に関する研修会開催

収収入入のの部部

支支出出のの部部

令令和和６６年年度度　　収収支支予予算算書書((案案))

(令和６年４月１日～令和７年３月３１日)

(単位:円)

科　　目 ６年度予算額 ５年度予算額 対　　比 摘 要

盟 友 会 費 19,000,000 19,600,000 △ 600,000 23,750名×@800円

特 別 会 費 834,000 844,000 △ 10,000 県知事・国会議員・県会議員　会費

事 業 委 託 金 3,100,000 2,400,000 700,000 県農業再編対策推進本部より

繰 入 金 2,000,000 3,000,000 △ 1,000,000 農政対策特別会計(基金)より

雑 収 入 800,000 500 799,500 預金利息、広告収入

(単位:円)

科　　目 ６年度予算額 ５年度予算額 対　　比 摘 要

繰 越 金 421,224 398,214 23,010 前年からの繰越金

計 26,155,224 26,242,714 △ 87,490

支 部 組 織 育 成 費 8,312,500 8,575,000 △ 262,500 23,750名×＠350円

研 修 費 1,100,000 900,000 200,000 幹部研修会他 

政 治 啓 発 対 策 費 1,000,000 1,100,000 △ 100,000 広報他

全 国 対 策 費 500,000 500,000 0 全国会議・要請等 

地 域 対 策 費 300,000 300,000 0 県内行政・関係機関対策

選 挙 対 策 費 1,700,000 1,500,000 200,000 選挙活動及び対策

役 員 費 用 弁 償 1,800,000 1,800,000 0 役員数８名⇒９名

役 員 旅 費 250,000 300,000 △ 50,000

職 員 給 料 手 当 5,180,000 5,180,000 0 職員2名

職 員 福 利 厚 生 費 1,800,000 1,800,000 0 職員2名

職 員 旅 費 100,000 150,000 △ 50,000

会 議 費 1,000,000 1,030,000 総会・幹事会・支部長会その他会議

事 務 所 管 理 費 1,080,000 1,080,000 0 事務所賃借料

通 信 費 300,000 300,000 0 電話・パソコン通信費

消 耗 備 品 費 100,000 100,000 0

事 務 費 300,000 300,000 0

慶 弔 費 300,000 300,000 0 支部総会お祝い、香典、餞別他

計 26,155,224 26,242,714 △ 87,490

負 担 金 1,000,000 1,000,000 0 全国農政連会費

予 備 費 32,724 27,714 5,010

△ 30,000
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第第３３号号議議案案  

令令和和６６年年度度盟盟友友会会費費及及びび徴徴収収方方法法((案案))  

1. 盟友会費 １盟友当たり 年額８００円 

2. 徴収時期 令和６年１２月末日とし一括納入とする 

特別会費 (本連盟、推薦の首長・議員) 

県 知 事 年額 ５０,０００円 

国 会 議 員 年額 ５０,０００円 

県 議 会 議 員 年額 １２,０００円 

農政議員団会費 年額 １０,０００円 

市 町 長 各支部・分会において対応 

市 議 会 議 員 〃 
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第第３３号号議議案案  

令令和和６６年年度度盟盟友友会会費費及及びび徴徴収収方方法法((案案))  

1. 盟友会費 １盟友当たり 年額８００円 

2. 徴収時期 令和６年１２月末日とし一括納入とする 

特別会費 (本連盟、推薦の首長・議員) 

県 知 事 年額 ５０,０００円 

国 会 議 員 年額 ５０,０００円 

県 議 会 議 員 年額 １２,０００円 

農政議員団会費 年額 １０,０００円 

市 町 長 各支部・分会において対応 

市 議 会 議 員 〃 

        第第４４号号議議案案

　各地区から届け出のあった役員候補者は、別紙のとおりです。

                                                      役役員員のの選選任任ににつついいてて((案案))
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memo
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表彰者（特別表彰・普通表彰・事務局長表彰）名列 

（敬称略） 

特 別 表 彰 

大河内 肇 （南条支部 今庄分会） 

普 通 表 彰 

山 口 志代治 （坂井支部 金津分会） 

矢 部 隆 則 （坂井支部 三国分会） 

荒 井 正 幸 （坂井支部 芦原分会） 

藤 野 雄 次 （坂井支部 芦原分会） 

平井 孝 （大野支部 北郷分会） 

嶋 田 憲 一 （大野支部 鹿谷分会） 

田 中 涼 一 （今立支部 舟津分会） 

事 務 局 長 表 彰 

小 北 邦 央 （坂井支部） 
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福福井井県県農農政政連連規規約約  

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本連盟は、福井県農政連と称する。 

（事務所） 

第２条 本連盟の事務所を、福井市大手３丁目２番１８号 福井県農業会館に置く。 

（目的） 

第３条 本連盟は福井県農業の発展と、自らの地位向上を図るため強力なる政治活動

を行うことを目的とする。 

第２章 組 織 

（会員） 

第４条 本連盟は、趣旨に賛同する福井県農業者をもって組織する。 

（組織機構） 

第５条 本連盟は、別表１「福井県農政連組織機構」に記載のとおり、市町毎に支部、

それぞれの区域に分会を置き、区域内の会員をもって組織する。 

② 支部の正副支部長等は総会前に決定し、会長に報告しなければならない。

第３章 事 業 

（事業） 

第６条 本連盟は第３条の目的達成のため下記の事業をおこなう。 

（１）農政確立のための政治活動に関する事項

（２）農業者の共同組織の強化拡充に関する事項

（３）農業者個々の政治意識の高揚と統一結集に関する事項

（４）農政問題の調査研究情報収集提供に関する事項

（５）その他目的達成のための必要な事項

第４章 機 関 

（総会） 

第７条 本連盟の最高議決機関として総会を置く。 

② 総会は定期総会および臨時総会として会長が招集する。

③ 定期総会は事業年度末より３ケ月以内に開催する。

（総会の構成員） 

第８条 総会は会員を代表する代議員、正副支部長等をもって構成する。（以下、「構成

員」と言う。） 

（総会の代議員） 

第９条 代議員は分会毎に 1 名とし、100 名を超える毎にさらに１名を選出し、その

任期は３カ年とする。ただし、再選を妨げない。 

（総会の成立要件等） 

第 10 条 総会は構成員の３分の１以上が出席し、その過半数をもって決する。ただ

し、可否同数のときは議長が決する。 

（書面議決） 

第 11 条 総会の構成員は、予め通知のあった事項につき書面により議決権を行使す

ることができる。 
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（議決権の委任） 

第 12 条 総会の構成員は、その議決権を他の構成員に委任することができる。ただ

し、受任する場合、同一分会の会員 2 名に限りこれを受任できる。 

（議長） 

第 13 条 総会の議長は、出席者の中から選任する。議長は構成員として総会の議決

に加わる権利を有しない。 

（総会の議決事項） 

第 14 条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 

（１）規約の改廃

（２）毎年度の活動方針並びに活動報告

（３）毎年度の収支予算並びに決算

（４）会費の賦課及び徴収の方法

（５）役員の選任及び解任

（６）解散

（幹事会） 

第 15 条 本連盟の執行機関として幹事会を置き、会長・副会長及び幹事・会計責任者

で構成する。なお、監査委員は幹事会に出席し、意見を述べることができる。 

幹事会は、会長・副会長・会計責任者で構成する常任幹事会を設置できる。 

② 次の事項は、幹事会において決定する。

（１）本連盟の事業を遂行するための方針に関する事項

（２）総会に付議すべき事項

（３）規程の改廃

（４）その他会長が必要と認めた事項

③ 幹事会の議事は、幹事の過半数が出席し、出席した幹事の過半数で決する。

（支部長会） 

第 16 条 本連盟の支部を統括する機関として支部長会を置き、各支部の支部長で構

成する。 

② 支部長会は、支部を単位とする活動を通じ、会員の意見反映を図る役割を果

たすとともに、幹事会の運営を補佐する。

第５章 役 員 

（役員数） 

第 17 条 本連盟に下記の役員を置く。 

会 長 １ 名 

副会長 若干名 

会計責任者 １ 名 

幹 事 若干名 

監査委員 ２名 

（役員の選任） 

第 18 条 役員は総会において、会員（盟友）、ＪＡ福井県五連役員の中から選任する。 

② 役員の選任に関する議案は、会長が事前に幹事会において候補者を選考し、こ

れを総会に提出する。

③ 役員は、総会決議後直ちに幹事会を開催しなければならない。

④ 幹事会において会長１名を選任し、選任された会長は、副会長・会計責任者・

監査委員を指名して、承認を得る。

福福井井県県農農政政連連規規約約  

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本連盟は、福井県農政連と称する。 

（事務所） 

第２条 本連盟の事務所を、福井市大手３丁目２番１８号 福井県農業会館に置く。 

（目的） 

第３条 本連盟は福井県農業の発展と、自らの地位向上を図るため強力なる政治活動

を行うことを目的とする。 

第２章 組 織 

（会員） 

第４条 本連盟は、趣旨に賛同する福井県農業者をもって組織する。 

（組織機構） 

第５条 本連盟は、別表１「福井県農政連組織機構」に記載のとおり、市町毎に支部、

それぞれの区域に分会を置き、区域内の会員をもって組織する。 

② 支部の正副支部長等は総会前に決定し、会長に報告しなければならない。

第３章 事 業 

（事業） 

第６条 本連盟は第３条の目的達成のため下記の事業をおこなう。 

（１）農政確立のための政治活動に関する事項

（２）農業者の共同組織の強化拡充に関する事項

（３）農業者個々の政治意識の高揚と統一結集に関する事項

（４）農政問題の調査研究情報収集提供に関する事項

（５）その他目的達成のための必要な事項

第４章 機 関 

（総会） 

第７条 本連盟の最高議決機関として総会を置く。 

② 総会は定期総会および臨時総会として会長が招集する。

③ 定期総会は事業年度末より３ケ月以内に開催する。

（総会の構成員） 

第８条 総会は会員を代表する代議員、正副支部長等をもって構成する。（以下、「構成

員」と言う。） 

（総会の代議員） 

第９条 代議員は分会毎に 1 名とし、100 名を超える毎にさらに１名を選出し、その

任期は３カ年とする。ただし、再選を妨げない。 

（総会の成立要件等） 

第 10 条 総会は構成員の３分の１以上が出席し、その過半数をもって決する。ただ

し、可否同数のときは議長が決する。 

（書面議決） 

第 11 条 総会の構成員は、予め通知のあった事項につき書面により議決権を行使す

ることができる。 
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（役員の補欠選任） 

第 19 条 役員の全部又は一部が欠けた場合の補欠選任は、これを行うべき事由が生

じた日から 30 日以内に行う。ただし、欠員が役員定数の３分の１未満であ

るとき、もしくは、役員に欠員が生じた時が、役員の任期満了前３カ月以内

である時は、次の総会まで補欠選任を行わないことができる。 

（役員の任期） 

第 20 条 役員の任期は３カ年とする。ただし再選は妨げない。なお、補充役員の任期

は前任者の残任期間とする。 

（役員の任務） 

第 21 条 会長は本連盟を代表し、業務を統理する。 

② 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

③ 幹事は業務執行方針を審議し、業務を掌握する。

④ 会計責任者・監査委員は会計を監査する。

（相談役、顧問及び参与） 

第 22 条 本連盟に相談役、顧問及び参与を置くことができる。 

② 相談役、顧問及び参与は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。

第６章 事務局 

（事務局の設置） 

第 23 条 本連盟を処理するための事務局を置く。 

② 事務局長１名並びに書記若干名は、会長が任命する。

第７章 会 計 

（会費） 

第 24 条 本連盟の経費は会費及び寄付金、その他収入をもってあてる。 

② 盟友会費は、総会において定めた額とする。

（会計年度） 

第 25 条 本連盟の事業年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わるもの

とする。 

附 則 

この規約は昭和３３年１２月２６日設定 

この改正規約は平成１４年５月２９日から施行する 

この改正規約は平成１８年５月２２日から施行する 

この改正規約は平成２４年５月２８日から施行する 

この改正規約は平成２９年５月２２日から施行する 

この改正規約は平成３０年６月４日から施行する 

この改正規約は令和２年５月２５日から施行する 

この改正規約は令和３年５月２４日から施行する 

この改正規約は令和４年５月２３日から施行する 

この改正規約は令和５年５月２９日から施行する 

この改正規約は令和 6 年３月 ４日から施行する 

この改正規約は令和 6 年５月２７日から施行する 

この規約に規定していない事項については、幹事会に諮り、会長が決定する。 
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R5年 R4年 R5年 R４年

盟友確保数 盟友確保数 盟友確保数 盟友確保数

647 680 622 651

94 95

1,000 1,000 240 243

573 592

985 1,005 321 329

498 478

714 715 66 66

198 206

792 822 111 130

134 145

632 637 78 80

261 261

567 569 83 97

228 250

303 325 115 120

125 181

3,622 3,743

5,765 5,934

627 642 66 63

208 208

591 612 109 111

231 231

544 574 155 155

213 213

1,001 1,010 246 242

285 281

675 675 119 131

146 152

751 805 108 109

237 237

43 47

300 300 210 209

280 280

4,489 4,618 2,656 2,669

支 部 計

令和５年度 盟友確保一覧表

  分　　会　　名　  分　　会　　名　

高高 志志 支支 部部 大大 野野 支支 部部

北 部 大 野 北

大 野

東 部 小 山

富 田

南 部 阪 谷

上 庄

中 央 九 頭 竜

平 泉 寺

西 部 勝 山

遅 羽

村 岡

美 山 野 向

荒 土

役 職 員

足 羽 北 郷

鹿 谷

永 平 寺

今今 立立 支支 部部

三 国

坂坂 井井 支支 部部

舟 津

新 横 江

芦 原 神 明

中 河

片 上金 津

丸 岡

立 待

吉 川

豊

坂 井 北 中 山

河 和 田

岡 本春 江

役 職 員

服 間

粟 田 部

南 中 山

池 田

支 部 計支 部 計

支 部 計

（役員の補欠選任） 

第 19 条 役員の全部又は一部が欠けた場合の補欠選任は、これを行うべき事由が生

じた日から 30 日以内に行う。ただし、欠員が役員定数の３分の１未満であ

るとき、もしくは、役員に欠員が生じた時が、役員の任期満了前３カ月以内

である時は、次の総会まで補欠選任を行わないことができる。 

（役員の任期） 

第 20 条 役員の任期は３カ年とする。ただし再選は妨げない。なお、補充役員の任期

は前任者の残任期間とする。 

（役員の任務） 

第 21 条 会長は本連盟を代表し、業務を統理する。 

② 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

③ 幹事は業務執行方針を審議し、業務を掌握する。

④ 会計責任者・監査委員は会計を監査する。

（相談役、顧問及び参与） 

第 22 条 本連盟に相談役、顧問及び参与を置くことができる。 

② 相談役、顧問及び参与は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。

第６章 事務局 

（事務局の設置） 

第 23 条 本連盟を処理するための事務局を置く。 

② 事務局長１名並びに書記若干名は、会長が任命する。

第７章 会 計 

（会費） 

第 24 条 本連盟の経費は会費及び寄付金、その他収入をもってあてる。 

② 盟友会費は、総会において定めた額とする。

（会計年度） 

第 25 条 本連盟の事業年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わるもの

とする。 

附 則 

この規約は昭和３３年１２月２６日設定 

この改正規約は平成１４年５月２９日から施行する 

この改正規約は平成１８年５月２２日から施行する 

この改正規約は平成２４年５月２８日から施行する 

この改正規約は平成２９年５月２２日から施行する 

この改正規約は平成３０年６月４日から施行する 

この改正規約は令和２年５月２５日から施行する 

この改正規約は令和３年５月２４日から施行する 

この改正規約は令和４年５月２３日から施行する 

この改正規約は令和５年５月２９日から施行する 

この改正規約は令和 6 年３月 ４日から施行する 

この改正規約は令和 6 年５月２７日から施行する 

この規約に規定していない事項については、幹事会に諮り、会長が決定する。 
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R5年 R4年 R5年 R4年

盟友確保数 盟友確保数 盟友確保数 盟友確保数

155 160

695 739

365 384

577 606

1,637 1,729

155 160

43 61 1,000 1,000

67 77 860 860

135 121 80 80

237 244 450 469

244 258 550 580

152 173

61 40 2,940 2,989

90 98

124 133

255 251

127 159 R5年 R4年

280 280 盟友確保数 盟友確保数

358 380

205 217 5,765 5,934

50 50

4,489 4,618

2,428 2,542

3,622 3,743

2,656 2,669

155 160

2,428 2,542

1,637 1,729

2,940 2,989

23,692 24,384

三 方

美 浜

  分　　会　　名　   分　　会　　名　

丹丹 生生 支支 部部 二二 州州 支支 部部

敦 賀 市

大 飯

若若 狭狭 支支 部部

支 部 計

支 部 計

南南 条条 支支 部部

小 浜

上 中

支 部 計

高 浜

名 田 庄

武 生

大 野 支 部 計

神 山 第 一

神 山

今 立 支 部 計

吉 野

国 高

坂 井 支 部 計

支 部 名

大 虫

坂 口

南 条 支 部 計

王 子 保

北 新 庄

高 志 支 部 計

北 日 野

味 真 野

若 狭 支 部 計

河 野

支 部 計

丹 生 支 部 計

合　　　　　計

白 山

南 条

今 庄

二 州 支 部 計
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宮 田 幸 一 JA福井県五連　会長

岡 田 高 大 JA福井県五連　副会長

長 谷 川 武 彦 JA福井県五連　代表監事

齊 藤 雅 幸 JA福井県　代表理事組合長

土 本 俊 三 JA越前たけふ　　　〃

永 井 侯 JA県中央会　専務理事

谷 口 忠 司 JA県信連　　代表理事理事長

新 宮 英 豊 JA県経済連　常務理事

中 嶋 弘 美 JA県厚生連　代表理事常務理事

岡 本 寛 紀 全共連福井県本部　本部長

（支部長 岩 﨑 眞 次 田 中 勇 樹 県農協青壮年部協議会　会長

小 川 久 美 雄 高 島 美 津 子 JA県女性組織協議会　会長

（支部長 平 山 彌 利

河 野 一 郎

（支部長 有 田 正 信

（支部長 山 口 志 代 治

（支部長 黒 田 宗 雲 渡 辺 義 生 JA福井県　福井）センター長

清 水 和 夫 柳 川 芳 行 JA福井県　永平寺支店長

　　〃　　（副（支部長 石 橋 政 光 大 嶋 良 JA福井県　坂井）センター長

齋 藤 作 栄 山 崎 一 三 JA福井県　奥越統括支店長

（支部長 齊 藤 雅 幸 齋 藤 淳 一 JA福井県　丹南）センター長

小 棹 昇 大 久 保 昌 尚 JA越前たけふ　指導部部長　

石 本 正 則 吉 村 寿 芳 JA福井県　嶺南）センター長

（支部長 松 倉 治 和 福 井 淳 JA福井県　嶺南）センター  課長

森 田 五 保 利

（支部長 笠 原 義 和 斉 藤 史 憲 農業戦略部部長

（支部長 大 塚 与 四 郎

大 河 内 肇

近 藤 正 利

（支部長 靏 光 雄

（支部長 石 丸 博 治

（支部長 呉 林 堅

（支部長 幸 池 享

（支部長 猿 橋 啓 一

（支部長 井 ノ 元 康 夫 伊 阪 民 裕 事務局長

堅 澤 直 美
　

（敬称略）

池 田 町 支 部

　　〃　　　　　（副

鯖 江 市 支 部

　　〃　　　　　（副

越 前 町 支 部

　　〃　　　　　（副

　　〃　　　　　（副

県 事 務 局

〃

高 浜 町 支 部

　　〃　　　　　（副

美 浜 町

若 狭 町

おおい町支部

南 条 支 部

　　〃　　　　　（副

〃

[[JJAA福福井井県県]]

小 浜 市 支 部

〃

嶺　　南　　〃　　　　　（副

敦 賀 市

坂　　井

奥　　越

丹　　南

勝 山 市 支 部

丹 尾 弥 三 左 エ 門

［［地地区区事事務務局局］］

福　　井

〃

あわら市支部

大 野 市 支 部

　　〃　　　　　（副

〃　　〃　　　　　（副

坂 井 市 支 部

永平寺町支部

　　〃　　　　　（副

〃 〃

〃

〃

[[支支部部長長・・副副支支部部長長]]

福 井 市 支 部

幹 事 〃

〃 〃

〃 〃

会 計 責 任 者 〃

監 査 委 員 〃

〃 〃

　　福　井　県　農　政　連　役　職　員　名　列

役　職　名 氏　　　　　名 役　職　名 氏　　　　名

副 会 長 〃

会 長 顧 問
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大 久 保 郁 男高 橋 善 規

河 合 弘 裕山 本 八 郎

高 橋 敏 之

福 塚 暉 大小 林 和 明

横 井 正 人近 藤 正 利

浅 井 芳 文酒 田 昭 栄

大 久 保 郁 男北 野 弦 雄

木 村 優上 田 甚 一

内 藤 悠大 塚 与 四 郎北 日 野

北 新 庄

王 子 保

坂 口

大 虫

国 高

福福井井県県農農政政連連分分会会長長・・事事務務局局長長名名列列((11))

分会名 分会長名 事務局長名 分会名 分会長名 事務局長名

加 藤 高 則 林 一 俊 齊 藤 雅 幸 田 中 宏 昌北 部

福 井 市 支 部 渡 辺 義 生 齋 藤 淳 一

岩 﨑 眞 次 北 嶋 直 幸 久 嶋 範 雄 揚 原 英 義南 部

小 寺 辰 夫 木 村 智 秀 真田権右衞門 三 橋 幹 男東 部

長 谷 川 忠 夫 吉 田 博 之 岸 下 幸 夫 青 木 利 弘西 部

小 川 久 美 雄 髙 村 峰 夫 山 口 弘 道 杉 本 広 美中 央

内 田 修 次 漆 﨑 勝 彦 小 棹 昇 加 藤 尚足 羽

谷 口 善 一 郎 藤 田 裕 美 吉 田 敬 一 高 田 直 樹美 山

平 山 彌 利 柳 川 芳 行 増 田 憲 一 山 田 和 範永 平 寺

永 平 寺 町 支 部 齊 藤 和 美 青 木 利 弘

坂 井 市 支 部 大 嶋 良 鈴 木 昌 幸 吉 田 力

高 野 吉 宏 吉 田 力

山 﨑 勝 谷 口 聡 隆 山 田 睦 夫 冨 永 賢 司丸 岡

齊 藤 惠 治 西 當 巧 石 本 正 則 冨 永 賢 司三 国

春 江

長谷川 喜道 林 加 津 春坂 井

丹丹
南南
地地
区区大 嶋 良

大 久 保 昌 尚

有 田 正 信 森 毅 彦 松 倉 治 和 角 野 彰 信

山 口 志 代 治 山 﨑 善 行

三 田 村 俊 則 福 塚 暉 大

金 津

笹 原 幸 信 向 井 和 人

大 柳 覚 行 福 塚 暉 大

芦 原

川 瀬 正 二大 野

山 崎 一 三
柿 本 健

横 井 正 人

小 山

松 田 元 栄

上 木 孝 木 村 優

大 野 北

黒 田 宗 雲阪 谷

田 中 和 久冨 田

嶋 光 義九 頭 竜

清 水 和 夫上 庄

長谷川 敬祐平 泉 寺

立 平 淳 一

齋 藤 作 栄

谷 口 彰 彌

遅 羽

中 桐 隆 博

井 上 昇 橋 詰 智 章

勝 山

大 河 内 肇

石 橋 政 光野 向

木 下 慎 二

上 島 信 敬 橋 詰 智 章

村 岡

河 野

吉 田 武 博北 郷

廣 田 繁 信

笠 原 義 和

荒 土

山 内 政 司

福福
井井
地地
区区

坂坂
井井
・・
奥奥
越越
地地
区区

鹿 谷

小 林 慶 一 竹 内 学

池 田 町 支 部

越 前 町

味 真 野

白 山

南 条

今 庄

神山 第 一

神 山

吉 野

河 和 田

岡 本

粟 田 部

服 間

南 中 山

池 田

立 待

吉 川

豊

北 中 山

鯖 江 市 支 部

舟 津

新 横 江

神 明

中 河

片 上

清水・越廼 宮 谷 秀 一 羽 藤 文 之

南 条 支 部

越 前 町 支 部

あ わ ら 市 支 部

大 野 市 支 部

勝 山 市 支 部

武 生
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支部長名 事務局長名

石 丸 博 治 栗 田 健 太 郎

事務局統括

敦 賀 市 支 部 靏 光 雄 杉 山 和 巳

若 狭 町 支 部 呉 林 堅 久 保 賢 吾

お お い 町 支 部 猿 橋 啓 一 井 尻 英 孝

小 浜 市 支 部 幸 池 享 仲 谷 達 夫

高 浜 町 支 部 村 松 弘 隆井 ノ 元 康 夫

美 浜 町 支 部

支部名

福福井井県県農農政政連連分分会会長長・・事事務務局局長長名名列列((22))

吉 村 寿 芳

福 井 淳

嶺嶺
南南
地地
区区
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memo
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